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資料３

「第１回２１世紀の土砂災害対策を考える懇談会（仮称）」

議事概要について

○日 時： 平成1４年４月３０日（火） １４：００～１６：００
○場 所： 国土交通省４階特別会議室
○出席者： 青木委員、石井委員、石川委員、伊藤委員、

大町委員、久保委員、小橋委員、斉藤委員、
三本木委員、中村委員、松村委員、水山委員、
山口委員、山脇委員

１．議題
（１）懇談会の運営等について
（２）日本を取り巻く社会経済情勢と土砂災害の現状と課題

日本国土と社会経済情勢の現状と将来
土砂災害の現状と課題

２．主な議事概要
各議題の説明内容と委員の主な意見は以下のとおり。

（１）懇談会の運営等について
・座長に小橋委員、副座長に伊藤委員が選任されました。
・本懇談会の名称について、「２１世紀の土砂災害対策を考える懇談会」に決
定しました。
・懇談会は、冒頭の写真撮影以外については、原則として非公開としますが、
懇談会終了後の議事録については、要旨をとりまとめ記者発表を通じて公表
することで了承されました。

（２）日本を取り巻く社会経済情勢と土砂災害の現状と課題
日本国土と社会経済情勢の現状と将来

・森林の国土面積に占める割合について、経年変化を見る場合、森林の質的
変化についても考慮すべき。

土砂災害の現状と課題
・急傾斜地の危険箇所は現在も増加しているのかどうか。急傾斜地の危険箇
所は土地の開発等土地利用の変化と大きく関係していることに留意すべき。
・土砂災害に対して危険であるという情報をいかに地域住民に知ってもらう
か、知らせるためにはどうすべきか検討することが必要。
・住民が危険であると言われても実感を持たないのは、土砂災害に遭うと考え
ていないため。そのため、生命のみならず、財産などの被害についても強調
すべき。財産まで含めたトータルのリスクマネージメントや対策について検討
することが必要。
・例えば、一般住民の認識を高める上で、個人の土地利用が国土の一部であ
り、災害リスクを担っているという意識を持たせるため、税制的な手法を用い
るなどのアプローチも考えられる。
・ソフト対策における情報提供に関しては、防災無線や一般の通信回線等の
情報提供手段の現状とメリット、デメリットなどを念頭においておくことが必要
（この件に関しては、次回斉藤委員より情報提供していただく予定）。



・また、住民にとって土砂災害に関する情報は知りたくない情報。これを住民
が「知る努力」を如何に支援するかが課題。
・ハザードマップにおける危険箇所の想定などについて、研究レベルにおい
て、一層の技術や精度の向上が必要。
・土砂災害対策を考える場合に、地域を個別のポイントで捉えるのではなく、
面的・広域的に捉え、地域のまとまりで考えることが必要。
・ハザードマップは、危険の潜在性を示し、地域住民の防災の意識を高めるた
めの防災対策の第一歩。従前は観光産業への影響、イメージ低下等を考慮
し作成されていなかったが、むしろ今後は、防災対策の万全の備えとして、こ
れを観光の目玉にするぐらいの意識が必要。
・災害に遭いやすいのは、新しく山麓に住み始めた自然を知らない新住民。こ
のような新住民にいかにその地域の「災害環境」を知ってもらう努力の積み
重ねが必要かつ重要。
・都会の生活では土砂災害に対する意識は希薄。これを知ってもらうために
は、危険を強調するという視点からの情報提供ではなく、受け手にとって興味
を引くように見せることが必要。
・これからは地域と行政が連携していく時代であり、今が具体的取り組みを始
めるのによいチャンス。気象や災害など興味のある地域の方々の参画を得
て、地域の防災意識を高めていく活動を展開していくことが必要
・行政の「知らせる努力」、住民の「知る努力」に加え、一旦災害に見舞われた
場合のその後の復興のため、まちづくりへの住民参加の視点も考慮すること
が必要。
・社会福祉の観点では、災害弱者が危険な地域に住んでいる（住まわざるを
得ない）現状について踏まえた上で、どのような対策、支援を考えていくか検
討が必要。
・都市の開発が進展していった結果、山裾の地域の景観、産業廃棄物、土砂
採取など土地利用が混乱している状況。このような中、都市と自然の接する
山麓を担っている砂防が、さらに一歩踏み込んで、美しい日本を形成すると
いう観点からビジョンを描かれることを期待したい。
・土地利用の観点では、近年の都市の開発意欲が落ちている現状を踏まえる
と、現時点から今後のどのような対策を講じていくのか、留意することが必
要。


